
世田谷区本庁舎等整備 区民の安全・安心を支える拠点として ー新型コロナ対策からみた新庁舎ー

３密（密集、密閉、密接）を回避し、感染リスクを低減し、通常業務の継続に資する。

ポイント４
窓口来庁者が一時的に急増した場合、フロア内や近接する共用会議室や区民交流室を活用して、待合スペースを拡大・分散
することにより密を低減し、区民の安全、安心に資する。エレベーターやエスカレーターなどで来庁者動線にも配慮が可能。

西1･2期棟2階

エスカレーター

エレベーター

トイレ

通常は区民交流室・会議室
として利用している室を
待合スペースに活用。

通常は区民交流室・会議室
として利用している室を
待合スペースに活用。

1階の待合スペースからもエスカ
レーターで行き来しやすいため、
メールを活用した呼び出し等により
待合スペースとして利用可能。

※天候によっては、ピロティやテラスなども
待合スペースとして活用可能。
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